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税・産業・雇用

税
公
共
性
の
あ
る
私
道
の

固
定
資
産
税
を
免
除
し
ま
す

ID 1003709
　
個
人
所
有
の
道
路
（
私
道
）
は
、
原

則
、
課
税
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
私
道
で
も
、
複
数
の
人
が

道
路
と
し
て
利
用
し
て
い
る
な
ど
、
一

定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
公
共
性
を
考
慮
し
て
、
申
請
に
よ

り
固
定
資
産
税
を
免
除
し
ま
す
。

問
資
産
税
課
☎（
632
）２
２
４
８

産
　
業

人
を
引
き
付
け
る

手
書
き
Ｐポ
ッ

プ
Ｏ
Ｐ
の
作
り
方
講
座

▼
日
時　

8
月
25
日（
木
）午
後
2
時

～
3
時
30
分
。

▼
会
場　
東
図
書
館（
中
今
泉
３
丁
目
）。

▼
内
容　
齋
藤
康
則
さ
ん
（
県
よ
ろ
ず

支
援
拠
点
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
に
よ

る
ポ
ッ
プ
作
り
の
基
礎
を
学
ぶ
講
座
。

▼
定
員　
先
着
20
人
。

▼
申
込
開
始　
８
月
４
日
午
前
９
時
30

分
。

▼
申
込
方
法　
図
書
館 

の
イ
ベ
ン
ト
予
約
フ
ォ 

ー
ム
URL1

に
必
要
事
項
を
入 

力
。

問
東
図
書
館
☎（
638
）５
６
１
４

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験
な
ど

▼
日
時
・
内
容　
①
9
月
29
日（
木
）午 

前
10
時
～
午
後
５
時
＝
講
習
会
・
模
擬

試
験
②
10
月
25
日（
火
）午
後
２
時
～

４
時
＝
試
験
。

▼
会
場　
コ
ン
セ
ー
レ（
駒
生
1
丁
目
）。

▼
申
込
期
限　
8
月
31
日（
消
印
有
効
）。

▼
申
込
方
法　
と
ち
ぎ
建
設
技
術
セ
ン

タ
ー
と
工
事
受
付
セ
ン
タ
ー
（
河
原

町
・
上
下
水
道
局
内
）
で
配
布
す
る
申

込
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、
郵
送
で
、

〒
321－

0974
竹
林
町
１
０
３
０

－

2
、
と

ち
ぎ
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画
研
修
課

☎（
626
）３
１
８
７
へ
。

問
工
事
受
付
セ
ン
タ
ー
☎（
633
）３
１
６ 

４
農
地
利
用
状
況
調
査
を

実
施
し
ま
す

　
農
業
委
員
会
で
は
、毎
年
８
月
ご
ろ
、

地
域
の
農
地
利
用
の
確
認
、
遊
休
農
地

の
実
態
把
握
と
発
生
防
止
・
解
消
、
違

反
転
用
の
早
期
発
見
を
目
的
に
、
農
地

利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
の
際
は
、
農
業
委
員
な
ど
が
農

地
に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎（
632
）２
８
１ 

２
消
防
設
備
士
講
習
を

実
施
し
ま
す

▼
講
習
区
分　
①
避
難
設
備
・
消
火
器

（
第
５・
６
類
）
②
警
報
設
備
（
第
４
・

７
類
）③
消
火
設
備（
第
１
類
～
３
類
）。

▼
期
日　

①
10
月
５
～
７
日
②
10
月

17
・
19
・
20
日
③
10
月
27
・
28
日
。

▼
会
場　
県
自
治
会
館（
昭
和
１
丁
目
）。

▼
内
容　
消
防
法
に
基
づ
く
消
防
設
備

士
に
対
す
る
消
防
用
設
備
な
ど
の
工

事
・
整
備
に
関
す
る
講
習
。

▼
定
員　
各
先
着
70
人
。

▼
手
数
料　
７
０
０
０
円
（
県
収
入
証

紙
）。

▼
申
請
期
間　
８
月
17
～
24
日
（
消
印

有
効
）。

▼
申
請
方
法　
消
防
局
予
防
課
（
大
曽

２
丁
目
）
な
ど
に
置
い
て
あ
る
申
請
書

（
県
消
防
設
備
保
安
協
会
URL2

か
ら
も
取

り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
郵

送
で
、
〒
320

－

0032
昭
和
１
丁
目
２

－

16
、
県
消
防
設
備
保
安
協
会
☎（
625
）

４
６
１
１
へ
。

問
消
防
局
予
防
課
☎（
625
）５
５
０
６

う
つ
の
み
や

ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会

▼
日
時　

８
月
26
日（
金
）午
後
１
時

30
分
～
４
時
。

▼
会
場　
東
図
書
館
。

▼
内
容　
Ｗウ

ェ
ブ
ｅ
ｂ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
基

礎
に
関
す
る
講
演
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
。
URL1　https://www.lib-utsunomiya.jp/viewer/event/index.html　　　URL2　hoantochigi.art.coocan.jp/koushu3.html
URL3　https://www.u-agrinet.jp　　　URL4　https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/kinrosha/kyushoku/1026779.html
URL5　https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/kinrosha/kinrosha/1028906.html

市民税・県民税の申告
	 （追加受け付け）	 ID 1010759

　市民税・県民税の申告が必要な人、所得状況
が不明な人へ、７月下旬に申告書を追加で発送
しましたので、早めに市民税課（市役所２階）
に申告してください。申告書が届いていない場
合でも、申告が必要な人は、市民税課に置いて
ある申告書（市 からも取り出し可）で申告し
てください。
　なお、申告が必要な人、所得状況が不明な人
には、後日、職員が、所得状況をお伺いする場
合があります。
▼�所得がなかった人も申告を　市民税・県民税
の申告がないと、国民健康保険税などの負担
割合の正しい算出や、各種税証明書の発行が
できませんので、ご注意ください。

▼市 から申告書が作成できます
　所得金額や所得控除額などを入
力することで、市民税・県民税の税
額を試算し、市民税・県民税の申
告書を作成することができます。
　作成した申告書に、必要書類を添えて、直
接または郵送で、〒320－8540市役所市民税
課へ。
▼�その他　詳しくは、市 をご覧になるか、市
民税課☎（632）2214へ。

▲�図書館

▲�市
「税の計算と
申告書の作成」
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税
・
産
業
・
雇
用

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

▼
対
象　
ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
員
。

▼
定
員　
30
人
程
度
。

▼
申
込
期
限　
８
月
12
日
。

▼
申
込
方
法　
申
込
用 

紙
（
農
業
王
国
う
つ

の
み
や
URL3

か
ら
取
り

出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
う
つ
の
み

や
ア
グ
リ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
委
員

会
（
農
林
生
産
流
通
課
内
）
☎（
632
）

２
８
４
３
、
（
639
）０
６
１
８
、

in 
fo@

u-agrinet.jp

へ
。

求
職
者
・
在
職
者
向
け

各
種
セ
ミ
ナ
ー

1
就
職
セ
ミ
ナ
ー

▼
日
時
・
内
容　

８
月
23
日（
火
）午

前
10
時
～
正
午
＝
適
性
・
職
業
選
択
、

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
＝
応
募
書

類
・
面
接
対
策
。
８
月 

30
日（
火
）午
前
10
時
～ 

正
午
＝
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ 

ン
。

2
働
く
人
の
た
め
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー

▼
日
時　

８
月
30
日（
火
）午
後
１
時

30
分
～
４
時
。

▼
内
容　
人
間
関
係
な
ど
、
働
く
上
で

の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト

レ
ス
の
対
処
法
に
関

す
る
セ
ミ
ナ
ー
。

■
会
場　
東
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
中

今
泉
３
丁
目
）。

■
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。
①
市
内
在
住
か
通
勤
者
②
市
内
へ

の
就
職
希
望
者
。

■
定
員　
各
先
着
24
人
。

■
申
込
開
始　
８
月
３
日
午
前
10
時
。

■
申
込
方
法　
電
話
で
、
商
工
振
興
課

☎（
632
）２
４
４
６
へ
。

防
衛
大
学
校
な
ど
の

入
学
試
験

ID 1002866▼
募
集
種
目　
防
衛
大
学
校
学
生
（
①

推
薦
②
総
合
選
抜
③
一
般
）、
防
衛
医

科
大
学
校
学
生
（
④
医
学
科
学
生
⑤
看

護
学
科
・
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
）

▼
応
募
資
格　
日
本
国
籍
を
有
す
る
、

高
卒
者
ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者

（
見
込
み
含
む
）
で
21
歳
未
満
の
人
。

①
は
学
校
長
の
推
薦
が
必
要
。

▼
試
験
日　
①
９
月
24
・
25
日
②
１
次

試
験
＝
９
月
24
日
③
１
次
試
験
＝
11
月

５・
６
日
④
１
次
試
験
＝
10
月
22
日
⑤

１
次
試
験
＝
10
月
15
日
。

▼
申
込
期
間　
①
②
９
月
５
～
９
日
③

10
月
26
日
ま
で
④
10
月
12
日
ま
で
⑤
10

月
５
日
ま
で
。

▼
そ
の
他　
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本
部
宇
都
宮

募
集
案
内
所
☎（
638
）１
９
２
２
、
市

民
課
☎（
632
）２
２
７
４
へ
。

市職員採用試験

対　　象 期日・内容
１　次 ２　次 ３　次

aエイジge18－21

一般行政
平成13年4月2日～平成17年
4月1日に生まれた人

9月3～ 19日
＝教養試験（テストセン
ター方式）・書類選考

10月中旬
＝個人面接など

11月中旬
＝個人面接

技術職
（土木、建築）

9月18日（日）
＝個人面接・教養試験・専
門試験（技術職のみ）・作文
試験・適性検査・健康調査

10月下旬
＝個人面接 －身体障がい者対象

（一般行政）�（※）
age22－29

技術職
（電気、機械） 平成5年4月2日～平成13年

4月1日に生まれた人

9月18日（日）
＝個人面接・教養試験・専
門試験（技術職のみ）・作文
試験・適性検査・健康調査

10月下旬
＝個人面接 －身体障がい者対象

（一般行政）�（※）
age30－40

技術職
（電気、機械）

昭和57年4月2日～平成5年
4月1日に生まれた人

9月18日（日）
＝個人面接・教養試験・専
門試験（技術職のみ）・作文
試験・適性検査・健康調査

10月下旬
＝個人面接

－資格職（薬剤師）
詳しくは、市 をご覧くだ
さい育休代替

任期付職員
10月16日（日）
＝個人面接・教養試験・専
門試験（技術職のみ）など

－

※�　身体障がい者は次のすべてに該当する人。①身体障がい者手帳の交付を受けている②活字印刷文による出題
に対応できる。

▲�市 �「就職セ
ミナー」URL4

▲�市 �「ストレ
スマネジメント
セミナー」URL5

▲�農業王国�
うつのみや�

▼対象・期日・内容　下の表の通り。
▼�申込期間　8月5日～ 9月1日。育休代替任期付
職員は、8月5日～ 9月30日。

▼�申込方法　インターネットでのみ、申込受付を
行います。詳しくは、市 をご覧ください。
問人事課☎（632）2074

ID 1029097


